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第96回定期総会第96回定期総会
書面開催へ書面開催へ

5月27日に東京国際フォーラム(東京
･千代田区)で開催を予定しておりまし
た本会第96回定期総会ですが、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大と、これに
伴う全国への 「緊急事態宣言」 の発令を
受け、4月15日付本会文書の通り、書面
会議で開催することといたしました。
また、下記開催の会議につきまして
も書面開催とさせていただきます。
5月26日	 第223回部会長会議
	 第219回理事会
5月28日	 市議会議員共済会令和2年度
	 第1回理事会
	 第120回代議員会
何卒、事情をご賢察いただきますよ
うお願い申し上げます。

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
で

感
染
者
が
急
速
な
勢
い
で
世
界
中
に
拡
大
し
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
。
国
内

で
も
感
染
者
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
国
民
生
活
や
地
域
経
済
に
多
大
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
4
月
24
日
、
本
会
（
会
長
・
野
尻
哲
雄
大
分
市
議
会
議
長
）

は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
関
す
る
緊
急
要
望
」
を
、
全
国
市
議
会
議
長
会
指

定
都
市
協
議
会
（
会
長
・
岩
井
雅
夫
千
葉
市
議
会
議
長
）
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
に
関
す
る
緊
急
提
言
」
を
政
府
・
与
党
に
提
出
し
た
。

医
療
体
制
強
化
、
経
済
対
策

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

急
速
な
感
染
拡
大
を
受
け
、

4
月
7
日
、
安
倍
晋
三
首
相

は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

特
別
措
置
法
に
基
づ
き
７
都

府
県
に
「
緊
急
事
態
宣
言
」

を
発
令
。
そ
の
後
、
同
16
日

に
は
、
対
象
地
域
を
全
国
に

広
げ
、
７
都
府
県
と
同
程
度

に
蔓
延
が
進
ん
で
い
る
と
考

え
ら
れ
る
地
域
を
「
特
定
警

戒
都
道
府
県 

」
と
し
て
指

定
し
た
。

し
か
し
、
感
染
者
は
急
増

し
、
収
束
の
見
通
し
が
立
た

ず
、
国
民
の
健
康
不
安
や
感

染
拡
大
防
止
対
策
に
よ
る
経

済
的
な
不
安
は
払
拭
さ
れ
て

い
な
い
。

本
会
、
指
定
協
は
と
も
に

▽
検
査
機
関
や
医
療
機
関
で

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
機
器
の
導
入
を

支
援
し
、
必
要
な
検
査
が
確

実
に
受
け
ら
れ
る
体
制
を
確

保
し
、
感
染
の
拡
大
防
止
を

図
る
こ
と
▽
医
療
崩
壊
を
防

止
す
る
た
め
、
重
症
者
へ
の

医
療
に
重
点
を
置
く
医
療
提

供
体
制
の
確
立
▽
小
・
中
学

校
の
臨
時
休
業
に
よ
る
児
童

生
徒
の
学
力
低
下
防
止
等
に

対
す
る
十
分
な
財
政
措
置
▽

▽
雇
用
維
持
と
事
業
継
続
の

確
保
な
ど
経
済
対
策
―
に
つ

い
て
求
め
た
。

指
定
協
の
提
言
で
は
ま

た
、
国
民
の
２
割
が
全
国
20

の
指
定
都
市
に
居
住
し
、
そ

の
う
ち
の
13
市
が
特
定
警
戒

都
道
府
県
に
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、「
高
度
な
都
市
機
能

と
多
様
な
産
業
が
集
積
す
る

中
枢
都
市
と
し
て
、
感
染
拡

大
の
防
止
と
地
域
経
済
の
再

生
に
果
た
す
役
割
は
極
め
て

大
き
い
」
と
し
て
、
国
な
ど

と
緊
密
に
連
携
し
て
事
態
の

解
決
に
臨
む
決
意
を
表
明
。

指
定
都
市
を
は
じ
め
大
都
市

第
32
次
地
方

制
度
調
査
会
の

第
37
回
専
門
小

委
員
会
が
４
月

23
日
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
を

受
け
、
W
ｅ
b

Web会議で開催Web会議で開催
地制調専門小委地制調専門小委

「
緊
急
事
態
宣
言
」

「
緊
急
事
態
宣
言
」

55
月
末
ま
で
延
長

月
末
ま
で
延
長

政
府
は
5
月
４
日
、
全
国

で
相
当
数
の
新
た
な
感
染
者

が
確
認
さ
れ
、
引
き
続
き
感

染
拡
大
を
防
止
す
る
必
要
性

か
ら
、
6
日
が
期
限
だ
っ
た

「
緊
急
事
態
宣
言
」
を
同
月

末
ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
決

め
た
。

東
京
や
大
阪
な
ど
13
の

「
特
定
警
戒
都
道
府
県
」
で

は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
行

動
制
限
を
求
め
た
。

14
日
を
め
ど
に
中
間
評
価

を
実
施
す
る
。

圏
は
、
人
口
及
び
人
口
密
度

が
高
く
、
交
通
の
要
所
で
あ

る
こ
と
も
踏
ま
え
、
全
国
の

感
染
拡
大
の
起
点
と
な
る
こ

と
が
な
い
よ
う
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
包

括
支
援
交
付
金
」
の
必
要
額

の
全
額
確
保
を
求
め
た
。

（
10
〜
12
面
に
全
文
掲
載
）

会
議
方
式
で
開
か
れ
た
。

本
会
の
野
尻
哲
雄
会
長

は
大
分
市
議
会
の
議
長
室

で
、
パ
ソ
コ
ン
と
向
き

合
っ
て
2
時
間
超
に
及
ん

だ
会
議
に
参
加
、
意
見
交

換
を
行
っ
た
。（記

事
２
面
）

緊急要望
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法
制
化
牽
制
、「
市
町
村
は
対
等
」

法
制
化
牽
制
、「
市
町
村
は
対
等
」

本
会
　
要
綱
見
直
し
要
望

本
会
　
要
綱
見
直
し
要
望

地 制 調地 制 調
「広域連携」「広域連携」

第
32
次
地
方
制
度
調
査
会

は
４
月
23
日
、
第
37
回
専
門

小
委
員
会
を
開
き
、
先
に
提

示
し
た
広
域
連
携
な
ど
を
内

容
と
す
る
論
点
整
理
案
に
対

し
、
地
方
六
団
体
か
ら
意
見

を
聴
取
し
た
。
各
団
体
は
広

域
連
携
に
つ
い
て
法
制
化
の

狙
い
が
う
か
が
え
る
と
し
て

牽
制
。「
市
町
村
は
対
等
が

基
本
」
と
強
調
す
る
本
会

は
、
市
町
村
が
「
共
同
」
し

て
広
域
連
携
に
向
き
合
え
る

よ
う
、
現
在
の
定
住
自
立

圏
・
連
携

中
枢
都
市

圏
構
想
を

念
頭
に
、

要
綱
の
見

直
し
を
進

め
る
こ
と

が
必
要
と

訴
え
た
。

論
点
整

理
案
で

は
、都
市・

生
活
機
能

等
の
確
保

の
た
め
の

自
主
的
な

連
携
に
際

し
、
市
町
村
の
十
分
な
参
画

を
担
保
す
る
「
仕
組
み
」
を

設
け
る
こ
と
を
提
案
、
中
心

的
な
役
割
を
担
う
市
町
村

（
連
携
計
画
作
成
市
町
村
）

に
よ
る
合
意
形
成
過
程
の

ル
ー
ル
化
や
、
進
捗
管
理
へ

の
適
切
な
関
与
な
ど
の
取
り

組
み
を
例
示
し
て
い
る
。

こ
の
日
の
専
門
小
委
員
会

に
出
席
し
た
野
尻
哲
雄
会
長

（
大
分
市
）
は
意
見
表
明
で

ま
ず
、「
住
民
が
必
要
と
す

る
広
域
的
な
事
務
事
業
に
つ

い
て
は
積
極
的
に
連
携
を
進

め
る
」
と
い
う
本
会
の
基
本

姿
勢
を
強
調
。

さ
ら
に
、
示
さ
れ
た
論
点

整
理
案
に
対
し
て
「
実
態
は
、

『
中
心
市
』
主
導
、『
周
辺
市

町
村
』
参

画
の
関
係

を
法
制
化

で
推
進
し

た
い
と
い

う
思
惑
が

見
え
隠
れ

す
る
」
と

問
題
点
を

指
摘
し
、

「
中
心
市

と
周
辺
市

町
村
の
関

係
は
対
等

を
基
本
に
、

現
場
に
任

せ
る
こ
と

Web会議システムで専門小委に参加する野尻会長
（写真提供：大分市議会）

が
適
当
だ
」
と
述
べ
た
。

同
会
長
は
そ
の
上
で
、
広

域
連
携
を
円
滑
に
進
め
る
た

め
①
関
係
市
町
村
に
「
主

導
・
参
画
」
の
関
係
だ
け
で

な
く
、「
共
同
」
方
式
の
選

択
も
可
能
に
す
る
要
綱
の
見

直
し
を
進
め
る
②
中
心
市
と

周
辺
市
町
村
と
の
意
思
疎
通

強
化
は
要
綱
レ
ベ
ル
で
図
る

③
都
道
府
県
か
ら
権
限
移
譲

を
受
け
る
団
体
は
「
連
携
計

画
作
成
市
町
村
」
と
特
定
せ

ず
、
市
町
村
一
般
の
権
能
と

す
る
④
都
道
府
県
に
対
す
る

申
請
は
権
限
移
譲
さ
れ
る
区

域
の
近
隣
市
町
村
も
共
同
申

請
す
る
形
に
す
る
⑤
中
心
市

を
含
む
関
係
市
町
村
の
役
割

に
応
じ
た
適
切
な
財
政
措
置

を
講
じ
る
⑥
都
道
府
県
か
ら

押
し
付
け
で
き
な
い
工
夫
を

す
る
―
こ
と
を
求
め
た
。

意
見
表
明
に
立
っ
た
ほ
か

の
地
方
団
体
代
表
も
軒
並
み

警
戒
感
や
注
文
を
表
明
。

「
法
制
化
を
意
味
す
る
な

ら
圏
域
行
政
の
制
度
化
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
中
心
市

が
法
律
に
位
置
付
け
ら
れ
る

当日のWeb会議の状況（左端が野尻会長）
（写真提供：総務省）

と
そ
こ
に
権
限
と
財
源
が

集
ま
り
や
す
く
な
る
」（
全

国
町
村
議
会
議
長
会
）「
将

来
、
周
辺
市
町
村
の
衰
退
が

確
実
に
進
む
」（
全
国
町
村

会
）な
ど
と
反
発
し
た
。「
実

績
の
あ
る
現
行
の
連
携
の
仕

組
み
を
活
用
す
べ
き
だ
」（
全

国
市
長
会
）「
市
町
村
の
選

択
の
幅
を
広
げ
て
ほ
し
い
」

（
全
国
知
事
会
）
な
ど
の
注

文
や
要
望
も
出
た
。

本
会
や
全
国
町
村
議
会
議

長
会
は
ま
た
、
広
域
連
携
へ

の
議
会
の
関
わ
り
方
に
つ
い

て
、
圏
域
の
ビ
ジ
ョ
ン
策
定

や
、
そ
の
進
捗
プ
ロ
セ
ス
で
、

議
会
の
議
決
を
必
要
と
す
る

よ
う
地
方
自
治
法
第
９6
条
第

２
項
を
活
用
す
る
こ
と
を
提

案
し
た
。　

野
尻
会
長
は
ま
た
、
第
33

次
調
査
会
に
向
け
た
要
望
に

も
触
れ
、「
厚
生
年
金
制
度

へ
の
地
方
議
員
加
入
」「
議

員
の
位
置
付
け
明
確
化
」「
小

規
模
市
町
村
で
の
議
員
報
酬

引
き
上
げ
」
に
つ
い
て
検
討

課
題
に
入
れ
る
よ
う
求
め

た
。
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野尻会長発言要旨野尻会長発言要旨　－第32次地方制度調査会第37回専門小委員会－　－第32次地方制度調査会第37回専門小委員会－

▼ 市町村の主体性尊重を
・	本会は、住民の立場から必要な広域的な事務事業については「連携中枢都市圏」「定
住自立圏」構想に限らず、積極的に連携を進めていく

・広域連携の「場」と「進め方」は市町村の主体的判断に任せてほしい

▼「主導」「参画」だけでない
・	広域連合など過去に法制化された多様な連携手法について問題点、改善策の検討を
・	中心市と周辺市町村は「主導」「参画」の関係だけではない。「共同」もある
・	中心市と周辺市町村で意思疎通が上手くいかないのは、要綱が「主導」方式だけを取
ることに大きな原因がある

・	中心市と周辺市町村の関係は「対等」を基本に現場に任せることが適当

▼ 法制化は軋轢の元
・	論点整理案では、「主導」「参画」関係をより強い縛りで推進したい、中心市を法律に
位置づけ、「定住自立圏」等の構想を要綱から法律へ格上げしたいとの思惑が見え隠
れする

・	中心市への地方交付税が拡充される一方、広域連携に消極的な選択をした市町村が財
政的に不利益を被ることも

・	「地域の自主的選択」を建前とした中央集権的な進め方では平成の大合併を連想させる

▼ 要綱見直しが必要
・	円滑な合意形成のためには、関係市町村の「共同」方式も選択できる要綱見直しが必要
・	都道府県から権限移譲を受ける団体は「連携計画作成市町村」と特定せず、市町村一
般の権能とすることが適当

・都道府県から押し付けできない工夫が必要

▼ 議決事件に
・ビジョン策定、進捗プロセスで、議会の議決事件の追加条項（地方自治法第９６条２項）
活用を。要綱改正で議会の関与拡大明記を要望

▼ 多様な人材参画促進
・	厚生年金への地方議員加入実現について、今後の検討課題に位置付けを
・	議員の位置付け明確化について、次期調査会で法制的検討を深めるよう要望
・	小規模市町村の議員報酬について、地域実情に応じた適正水準への引き上げへ向け、
地方財政措置の必要性指摘を
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新
会
長
に
は
、
会
則
に
基

づ
き
、
丸
山
広
司
長
岡
市
議

会
議
長
を
選
任
し
た
。

各
県
提
出
議
案

①
日
本
海
沿
岸
東
北
自
動

車
道
の
整
備
促
進
②
上
越
新

東
北
市
議
会
議
長
会

東
北
市
議
会
議
長
会

新
会
長
に
は
、
会
則
に
基

づ
き
、
長
谷
川
章
悦
青
森
市

議
会
議
長
を
選
任
し
た
。

各
県
提
出
議
案

①
道
路
交
通
環
境
の
整
備

促
進
②
港
湾
の
整
備
促
進
及

び
空
港
の
機
能
拡
充
③
観
光

対
策
の
促
進
（
以
上
、
青
森

県
）
④
国
際
リ
ニ
ア
コ
ラ
イ

ダ
ー
の
誘
致
実
現
⑤
被
災

（
移
転
）
跡
地
の
利
活
用
に

係
る
予
算
枠
の
確
保
な
ど
⑥

関
東
市
議
会
議
長
会

関
東
市
議
会
議
長
会

新
会
長
に
は
、
会
則
に
基

づ
き
、
金
丸
三
郎
甲
府
市
議

会
議
長
を
選
任
し
た
。

都
県
提
出
議
案

①
が
ん
検
診
へ
の
支
援
の

充
実
②
都
市
の
緑
を
保
全
す

る
施
策
へ
の
支
援
制
度
の
拡

充
（
以
上
、
東
京
都
）
③
令

和
元
年
台
風
第
1９
号
災
害
か

ら
の
復
興・復
旧
（
埼
玉
県
）

金丸関東議長会会長
（甲府市）

長谷川東北議長会会長
（青森市）

北
海
道
市
議
会
議
長
会

北
海
道
市
議
会
議
長
会

新
会
長
に
は
、
会
則
に
基

づ
き
、
五
十
嵐
徳
美
札
幌
市

議
会
議
長
を
選
任
し
た
。

各
支
部
提
出
議
案

①
北
海
道
新
幹
線
の
建
設

促
進
（
道
西
支
部
）
②
並
行

在
来
線
へ
の
支
援
措
置
（
道

南
支
部
）
③
北
方
領
土
問
題

の
早
期
解
決
等
④
北
海
道
の

道
路
整
備
に
つ
い
て
（
予

備
）
⑤
地
域
医
療
体
制
の
充

実
確
保
（
以
上
、道
東
支
部
）

丸山北信越議長会会長
（長岡市）

９ 地 方９ 地 方
議 長 会議 長 会

新
会
長
・
議
案
を
決
定

新
会
長
・
議
案
を
決
定

各
総
会

各
総
会  

書
面
開
催

書
面
開
催

全
国
の
９
地
方
市
議
会
議
長
会
は
4
月
16
日
か
ら
30
日
に
か
け
、
定
期
総
会
を
書
面

会
議
に
よ
っ
て
開
催
。
新
会
長
は
じ
め
役
員
を
改
選
、
各
支
部
・
都
府
県
市
議
会
議
長

会
提
出
議
案
を
審
議
・
決
定
し
た
。
決
定
議
案
の
う
ち
、
各
３
件
以
内
を
部
会
提
出
議

案
と
し
て
、
本
会
第
９6
回
定
期
総
会
へ
上
程
す
る
（
う
ち
青
字
）。

五十嵐北海道議長会
会長（札幌市）

幹
線
及
び
北
陸
新
幹
線
と
信

越
本
線
等
と
の
確
実
性
・
速

達
性
の
高
い
接
続
の
実
現
③

大
河
津
分
水
路
改
修
事
業
の

早
期
完
了
及
び
信
濃
川
の
早

期
堤
防
強
化
④
深
刻
な
医
師

不
足
等
の
解
消
策
の
確
立
、

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

深
化
・
推
進
に
向
け
た
財
政

支
援
の
拡
充
及
び
地
域
医
療

構
想
の
進
め
方
（
以
上
、
新

潟
県
）
⑤
高
規
格
幹
線
道
路

を
含
む
広
域
道
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
整
備
促
進
⑥
農
業

農
村
整
備
事
業
関
連
予
算
の

確
保
⑦
公
共
施
設
等
適
正
管

理
推
進
事
業
債
の
措
置
期
限

の
延
長
⑧
緊
急
防
災
・
減
災

事
業
債
制
度
の
継
続
・
拡
充

（
以
上
、
富
山
県
）
⑨
原
子

力
防
災
対
策
の
強
化
及
び
周

辺
地
域
の
安
全
確
保
⑩
北
陸

新
幹
線
の
早
期
完
成
等
⑪
橋

梁
の
老
朽
化
対
策
へ
の
支
援

⑫
空
き
家
対
策
に
お
け
る
財

政
支
援
等
（
以
上
、石
川
県
）

⑬
原
子
力
防
災
対
策
の
さ
ら

な
る
充
実
と
安
全
・
安
心
の

確
保
⑭
中
部
縦
貫
自
動
車
道

及
び
一
般
国
道
８
号
の
整
備

地
域
医
療
体
制
の
確
保
（
以

上
、
岩
手
県
）
⑦
東
日
本
大

震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に

向
け
た
対
応
⑧
医
療
費
助
成

制
度
の
充
実
強
化
⑨
水
道
施

設
に
対
す
る
財
政
支
援
（
以

上
、
宮
城
県
）
⑩
高
速
交
通

体
系
の
整
備
促
進
⑪
医
師
確

保
と
地
域
へ
の
均
衡
あ
る
医

師
配
置
⑫
過
疎
地
域
自
立
促

進
特
別
措
置
法
に
よ
る
過
疎

対
策
の
継
続
（
以
上
、
秋
田

県
）
⑬
道
路
網
の
整
備
促
進

⑭
農
業
次
世
代
人
材
投
資
事

業
の
継
続
と
予
算
の
確
保
、

並
び
に
交
付
要
件
⑮
定
期
予

防
接
種
費
用
の
全
額
国
庫
負

担
（
以
上
、
山
形
県
）
⑯
東

日
本
大
震
災
及
び
原
子
力
発

電
所
事
故
災
害
か
ら
の
復

旧
・
復
興
加
速
化
の
た
め
の

支
援
⑰
令
和
元
年
東
日
本
台

風
被
害
に
係
る
支
援
（
予

備
）
⑱
幼
児
教
育
・
保
育
の

公
的
負
担
化
（
無
償
化
）
等

に
伴
う
幼
児
教
育
・
保
育
の

量
的
拡
充
と
質
的
向
上
（
以

上
、
福
島
県
）

定
期
総
会
提
出
議
案

①
東
日
本
大
震
災
か
ら

の
早
期
復
旧
･
復
興
（
⑤
・

⑦
・
⑯
を
一
括
）
②
原
子
力

発
電
所
事
故
災
害
へ
の
対
応

（
⑦
・
⑯
を
一
括
）
③
道
路

交
通
網
の
整
備
促
進
（
①
・

⑩
・
⑬
を
一
括
）

促
進
⑮
北
陸
新
幹
線
の
整
備

促
進
⑯
保
育
の
環
境
整
備
の

充
実
（
以
上
、
福
井
県
）
⑰

農
業
施
策
の
充
実
強
化
⑱
令

和
元
年
台
風
第
1９
号
に
伴
う

大
雨
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復

興
（
予
備
）
⑲
国
の
循
環
型

社
会
形
成
推
進
交
付
金
に
よ

る
市
町
村
へ
の
財
政
支
援
⑳

学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金

予
算
の
総
額
確
保
（
以
上
、

長
野
県
）

北
信
越
市
議
会
議
長
会

北
信
越
市
議
会
議
長
会
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上
、
愛
媛
県
）
⑩
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
⑪

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
制

度
の
期
間
延
長
⑫
太
陽
光
発

電
の
適
切
な
導
入
に
向
け
た

制
度
設
計
と
運
用
（
以
上
、

高
知
県
）

東
海
市
議
会
議
長
会

東
海
市
議
会
議
長
会

新
会
長
に
は
、
会
則
に
基

づ
き
、
大
野
一
生
岐
阜
市
議

会
議
長
を
選
任
し
た
。

各
県
提
出
議
案

①
土
砂
の
埋
立
て
に
関
す

る
法
整
備
（
静
岡
県
）
②
子

ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
創

設
（
愛
知
県
）
③
地
域
運
営

組
織
へ
の
支
援
に
か
か
る
財

政
措
置
（
三
重
県
）
④
水
道

事
業
の
財
政
支
援
の
強
化
等

（
予
備
）（
岐
阜
県
）

大野東海議長会会長
（岐阜市）

④
地
域
活
性
化
に
資
す
る
制

度
創
設
等
に
よ
る
支
援
策
の

拡
充
（
予
備
）（
茨
城
県
）

近
畿
市
議
会
議
長
会

近
畿
市
議
会
議
長
会

新
会
長
に
は
、
会
則
に
基

づ
き
、
早
川
佳
行
福
山
市
議

会
議
長
を
選
任
し
た
（
令

和
２
年
４
月
30
日
任
期
満

了
）。各

県
提
出
議
案

①
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
被

害
者
の
早
期
帰
国
の
実
現
と

調
査
の
徹
底
（
予
備
）
②
情

報
通
信
基
盤
の
整
備
に
係
る

抜
本
的
対
策
の
推
進
、
予
算

早川中国議長会会長
（福山市）

中
国
市
議
会
議
長
会

中
国
市
議
会
議
長
会

の
確
保
等
③
中
海
の
漁
業
振

興
（
以
上
、
鳥
取
県
）
④
山

陰
へ
の
高
速
鉄
道
の
実
現
⑤

防
災
・
減
災
対
策
の
充
実
強

化
⑥
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
の

推
進
と
交
付
金
の
拡
充
（
以

上
、
島
根
県
）
⑦
新
た
な
過

疎
対
策
法
の
制
定
⑧
外
国
人

労
働
者
の
受
入
拡
大
に
伴
う

多
文
化
共
生
社
会
の
構
築
⑨

農
地
転
用
許
可
制
度
の
柔
軟

な
運
用
に
よ
る
土
地
利
活
用

の
促
進
（
以
上
、
岡
山
県
）

⑩
鉄
道
駅
に
お
け
る
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
設
置
等
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
に
対
す
る
支
援
⑪

豊
か
な
瀬
戸
内
海
の
再
生
⑫

安
全
・
安
心
で
質
の
高
い
医

療
・
介
護
を
実
現
す
る
た
め

の
人
手
不
足
の
解
消
と
労
働

環
境
の
改
善
（
以
上
、
広
島

県
）
⑬
水
道
事
業
の
広
域
連

携
に
対
す
る
財
政
支
援
体
制

の
確
立
⑭
河
川
事
業
の
内
水

対
策
に
係
る
財
政
的
支
援
⑮

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
費

の
負
担
割
合
の
見
直
し
（
以

上
、
山
口
県
）

四
国
市
議
会
議
長
会

四
国
市
議
会
議
長
会

新
会
長
に
は
、
会
則
に
基

づ
き
、
中
川
義
行
宮
崎
市
議

会
議
長
を
選
任
し
た
。

各
県
提
出
議
案

①
教
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
環
境
整

備
②
少
人
数
学
級
の
推
進
に

係
る
学
級
編
制
標
準
の
見
直

し
及
び
自
治
体
の
負
担
軽
減

③
地
域
公
共
交
通
に
対
す
る

財
政
支
援
等
（
以
上
、
福
岡

県
）
④
自
衛
官
候
補
生
募
集

に
必
要
な
対
象
者
情
報
の
提

供
手
続
き
の
統
一
⑤
空
き
家

等
対
策
推
進
に
お
け
る
家
屋

相
続
登
記
の
義
務
化
⑥
幹
線

中川九州議長会会長
（宮崎市）

交
通
網
の
整
備
促
進
（
以

上
、
佐
賀
県
）
⑦
都
市
財
政

の
充
実
強
化
⑧
西
九
州
地
域

の
交
通
網
の
整
備
促
進
⑨
離

島
振
興
（
以
上
、
長
崎
県
）

⑩
地
域
医
療
を
支
え
る
医
師

確
保
対
策
の
充
実
強
化
⑪
中

九
州
地
域
の
交
通
網
の
整
備

促
進
（
以
上
、
熊
本
県
）
⑫

東
九
州
地
域
の
広
域
交
通
網

の
整
備
促
進
⑬
豪
雨
災
害
か

ら
の
早
期
復
旧
等
及
び
災
害

復
旧
事
業
の
財
政
措
置
（
以

上
、
大
分
県
）
⑭
地
域
医
療

の
充
実
強
化
並
び
に
自
治
体

病
院
の
医
師
確
保
対
策
及
び

財
政
支
援
措
置
⑮
農
林
水
産

業
の
振
興
対
策
（
予
備
）
⑯

宮
崎
県
の
高
速
道
路
等
交
通

網
の
早
期
整
備
（
以
上
、
宮

崎
県
）
⑰
地
域
医
療
の
確
保

⑱
農
林
漁
業
の
振
興
対
策
⑲

南
九
州
地
域
の
交
通
網
の
整

備
促
進
（
以
上
、鹿
児
島
県
）

⑳
日
米
地
位
協
定
の
抜
本
的

な
改
定
及
び
在
沖
米
軍
基
地

の
負
担
軽
減
㉑
鉄
軌
道
を
含

む
新
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
の

早
期
導
入
（
以
上
、沖
縄
県
）

九
州
市
議
会
議
長
会

九
州
市
議
会
議
長
会

新
会
長
に
は
、
会
則
に
基

づ
き
、
清
水
宣
郎
松
山
市
議

会
議
長
を
選
任
し
た
。

各
県
提
出
議
案

①
幼
児
教
育
・
保
育
の
無

償
化
に
伴
う
財
源
の
確
保
②

社
会
資
本
整
備
事
業
及
び
防

災
・
減
災
対
策
事
業
に
対
す

る
予
算
の
確
保
及
び
支
援
制

度
の
継
続
等
③
地
域
医
療
体

制
の
整
備
等
（
以
上
、
徳
島

県
）
④
自
治
会
の
加
入
促
進

に
向
け
た
取
り
組
み
⑤
会
計

年
度
任
用
職
員
制
度
に
係
る

財
源
措
置
⑥
介
護
保
険
制
度

の
見
直
し
の
実
施
（
以
上
、

香
川
県
）
⑦
子
ど
も
医
療
費

助
成
制
度
の
創
設
（
予
備
）

⑧
医
師
確
保
対
策
と
救
急
医

療
体
制
の
充
実
⑨
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
付
番
さ
れ
て
い
な
い

海
外
勤
務
者
（
住
民
票
を
持

た
な
い
非
居
住
者
）
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
取
得
方
法
（
以

清水四国議長会会長
（松山市）

天野近畿議長会会長
（向日市）

新
会
長
に
は
、
会
則
に
基

づ
き
、
天
野
俊
宏
向
日
市
議

会
議
長
を
選
任
し
た
。

各
支
部
提
出
議
案

①
防
災
・
減
災
対
策
の
充

実
・
強
化
（
兵
庫
県
）
②
幼

児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に

伴
う
財
源
措
置
（
地
方
財
政

の
充
実
強
化
を
求
め
て
）（
滋

賀
県
）
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地
方
行
政
委
員
会

地
方
行
政
委
員
会

⑴
　
国
の
出
先
機
関
改
革

事
務
・
権
限
の
必
要
性
を

精
査
し
た
上
で
、
基
礎
自
治

体
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
た

出
先
機
関
改
革
を
実
現
す
る

こ
と
を
要
望
。

令
和
元
年
度
地
方
分
権
改

革
有
識
者
会
議
等
に
お
い
て

出
先
機
関
改
革
に
つ
い
て
の

検
討
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

⑵
　「
国
と
地
方
の
協
議
の

場
」
に
お
け
る
実
効
性
の

あ
る
運
営

「
国
と
地
方
の
協
議
の

場
」
の
地
方
自
治
体
の
運
営

等
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

事
項
に
つ
い
て
、
十
分
な
検

討
期
間
の
確
保
や
分
科
会
の

活
用
な
ど
、
実
効
性
の
あ
る

運
営
を
行
う
こ
と
を
要
望
。

３
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ

た
元
年
中
の
国
と
地
方
の
協

議
の
場
に
は
本
会
会
長
が
出

席
。「
骨
太
の
方
針
」の
策
定
、

地
方
創
生
お
よ
び
地
方
分
権

改
革
の
推
進
、
２
年
度
予
算

編
成
お
よ
び
地
方
財
政
対
策

に
つ
い
て
協
議
し
た
。

ま
た
、
２
年
３
月
10
日
に

は
、
臨
時
の
国
と
地
方
の
協

議
の
場
を
開
催
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い

て
協
議
が
行
わ
れ
た
。
詳
細

は
第
２
１
１
５
号
１
面
参
照
。

⑴
　
地
方
創
生
を
総
合
的
に

支
援
す
る
地
方
債
の
創
設

特
別
な
地
方
債
を
創
設
し
、

元
利
償
還
金
へ
の
交
付
税
措

置
を
要
望
し
た
が
、
実
現
に

至
ら
な
か
っ
た
。

⑵
　
政
府
関
係
機
関
の
地
方

移
転
の
早
期
実
現

政
府
関
係
機
関
の
地
方
移

転
に
つ
い
て
、「
政
府
関
係　

機
関
の
地
方
移
転
に
か
か
る

今
後
の
取
組
に
つ
い
て
」
等

に
沿
っ
て
検
討
及
び
検
証
を

主
体
的
に
進
め
、
早
急
か
つ

円
滑
に
そ
の
完
全
実
現
を
図

る
こ
と
を
要
望
。

政
府
は
２
年
度
予
算
案
に

お
い
て
、
消
費
者
庁
が
徳
島

県
に
試
験
的
設
置
し
て
い
る

「
消
費
者
行
政
新
未
来
創
造

オ
フ
ィ
ス
」
の
拡
充
に
３
億

８
８
０
０
万
円
を
計
上
。「
消

費
者
庁
新
未
来
創
造
戦
略
本

部
」
に
改
称
し
、
職
員
を
50

人
か
ら
80
人
に
増
員
す
る
。

⑶
　
地
方
へ
の
分
散
を
促
進

す
る
取
組
の
推
進

企
業
や
人
、
物
等
が
東
京

か
ら
地
方
へ
分
散
す
る
よ
う
、

企
業
の
地
方
移
転
や
人
の
地

方
移
住
等
を
促
進
す
る
取
組

の
推
進
を
要
望
。

第
２
期
「
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
総
合
戦
略
」
で
は
、

関
係
人
口
の
創
出
・
拡
大
と

し
て
、
特
定
の
地
域
に
継
続

的
に
関
わ
る
人
口
と
、
地
域

に
関
わ
る
企
業
を
増
や
す
取

り
組
み
を
進
め
る
こ
と
が
盛

り
込
ま
れ
、
地
方
移
住
の
裾

野
拡
大
等
に
向
け
た
関
係
人

口
の
創
出
・
拡
大
、
関
係
人

口
に
な
る
き
っ
か
け
・
土
壌

づ
く
り
、
受
入
地
域
に
お
け

る
取
組
が
進
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
企
業
版
ふ
る
さ
と

納
税
の
税
額
控
除
割
合
の
引

き
上
げ
や
手
続
簡
素
化
な
ど
、

地
方
へ
の
企
業
の
寄
付
に
よ

る
地
域
と
の
つ
な
が
り
強
化

が
推
進
さ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
元
年
11
月
27

日
に
成
立
し
た
「
特
定
地
域

づ
く
り
事
業
推
進
法
」
に

よ
っ
て
、
過
疎
地
へ
の
若
者

の
就
業
が
支
援
さ
れ
る
。

な
お
、
２
年
度
内
閣
府
予

算
で
は
、
特
定
地
域
づ
く
り

事
業
の
推
進
と
し
て
５
億
円

を
計
上
し
た
。

合
区
を
早
急
に
解
消
し
、

都
道
府
県
単
位
に
よ
る
代
表

が
国
政
に
参
加
す
る
こ
と
が

可
能
な
選
挙
制
度
と
な
る
よ

う
強
く
要
望
。

参
議
院
比
例
代
表
選
挙
に

お
け
る
特
定
枠
制
度
の
導
入

な
ど
の
改
革
が
行
わ
れ
た
も

の
の
、
合
区
の
解
消
に
は

至
っ
て
い
な
い
。

⑴
　
今
後
の
市
町
村
議
会
の

あ
り
方

国
が
検
討
す
る
「
集
中
専

門
型
議
会
」
と
「
多
数
参
画

型
議
会
」
と
い
う
二
つ
の
新

た
な
議
会
を
自
主
的
に
選
択

で
き
る
制
度
に
つ
い
て
、
地

方
議
会
の
意
見
や
指
摘
を
重

く
受
け
止
め
た
上
で
の
抜
本

的
な
方
針
見
直
し
を
要
望
。

総
務
省
の
地
方
議
会
・
議

員
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究

会
で
は
、「
集
中
専
門
型
議

会
」
と
「
多
数
参
画
型
議
会
」

に
つ
い
て
の
議
論
は
行
わ
れ

て
お
ら
ず
、
引
き
続
き
審
議

動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

⑵
　
地
方
選
挙
に
お
け
る
投

票
時
の
移
動
支
援
に
要
す

る
経
費
の
全
額
措
置

現
在
２
分
の
１
が
財
政
措

置
さ
れ
て
い
る
地
方
選
挙
に

お
け
る
投
票
時
の
移
動
支
援

に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、

地
方
に
負
担
を
強
い
る
こ
と

な
く
選
挙
人
の
投
票
機
会
を

確
保
す
る
た
め
、
国
政
選
挙

と
同
様
の
全
額
国
費
に
よ
る

措
置
を
要
望
し
た
が
、
実
現

に
は
至
っ
て
い
な
い
。

地
方
議
会
の
果
た
す
べ
き

役
割
と
責
任
が
ま
す
ま
す
重

要
と
な
る
中
で
、
国
民
の
幅

広
い
層
か
ら
の
政
治
参
加
や

地
方
議
会
に
お
け
る
人
材
確

保
の
観
点
か
ら
、
厚
生
年
金

へ
の
地
方
議
会
議
員
の
加
入

の
た
め
の
法
整
備
を
早
急
に

実
現
す
る
よ
う
強
く
要
望
。

元
年
度
も
引
き
続
き
強
力

に
関
係
省
庁
や
国
会
議
員
へ

要
望
し
た
が
、
実
現
に
は

至
っ
て
い
な
い
。

自
民
党
の
地
方
議
会
の
課

題
に
関
す
る
Ｐ
Ｔ
で
は
、
地

方
議
会
議
員
の
厚
生
年
金
加

入
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
の

多
様
な
人
材
を
議
会
へ 

引
き
続
き
要
望

１１
　
地
方
分
改
革
の
推
進

　
地
方
分
改
革
の
推
進

２２
　
地
方
創
生
の
推
進

　
地
方
創
生
の
推
進

令
和
元
年
度
要
望
結
果

令
和
元
年
度
要
望
結
果

③

３３  

参
議
院
選
挙
に
お
け

参
議
院
選
挙
に
お
け

る
合
区
の
解
消

る
合
区
の
解
消

４４  

多
様
な
人
材
の
市
議

多
様
な
人
材
の
市
議

会
へ
の
参
画
促
進

会
へ
の
参
画
促
進

５５  

厚
生
年
金
へ
の
地
方

厚
生
年
金
へ
の
地
方

議
会
議
員
の
加
入

議
会
議
員
の
加
入

※
会
長
提
出
議
案
で
扱
わ

れ
た
項
目
は
前
号
お
よ
び

前
々
号
に
掲
載
。
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【
８
面
へ
続
く
】

適
用
拡
大
の
状
況
も
勘
案
し

な
が
ら
、
引
き
続
き
議
論
を

継
続
す
べ
き
と
し
た
。

総
務
省
の
地
方
議
会
・
議

員
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究

会
で
は
、
地
方
議
員
の
な
り

手
不
足
の
要
因
の
一
つ
と
し

て
年
金
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

お
り
、
今
後
の
審
議
動
向
が

注
目
さ
れ
る
。

本
会
か
ら
全
国
の
市
区
議

会
に
提
出
依
頼
し
て
い
る

「
厚
生
年
金
へ
の
地
方
議
会

議
員
の
加
入
を
求
め
る
意
見

書
」
は
、
２
年
１
月
10
日
現

在
、
提
出
議
会
数
は
８
１
５

市
区
議
会
中
３
６
２
市
区
議

会
（
44
・
４
％
）
と
な
っ
た
。

会
長
提
出
議
案
「
４
」（
２

１
１
７
号
２
～
４
面
）参
照
。

⑴
　
消
防
防
災
施
設
・
設
備

整
備
に
対
す
る
財
政
措
置

の
充
実
強
化

消
防
防
災
体
制
の
充
実
の

た
め
、
防
災
拠
点
施
設
、
消

防
水
利
施
設
、
緊
急
消
防
援

助
隊
施
設
等
の
消
防
防
災
施

設
・
設
備
整
備
へ
の
財
政
措

置
の
充
実
強
化
を
要
望
。

２
年
度
消
防
庁
予
算
で
は
、

一
般
会
計
１
６
３
・
４
億
円
、

被
災
地
に
お
け
る
消
防
体
制

の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
の

復
興
特
別
会
計
７
・
９
億
円
、

元
年
度
補
正
予
算
に
35
・
２

億
円
を
計
上
し
、
消
防
防
災

体
制
の
強
化
を
図
る
。
緊
急

消
防
援
助
隊
設
備
整
備
費
補

助
金
は
前
年
同
額
の
4９
・
９

億
円
を
確
保
。

様
々
な
災
害
に
対
応
す
る

た
め
の
常
備
消
防
力
等
の
強

化
と
し
て
、
消
防
防
災
施
設

整
備
費
補
助
金
13
・
５
億
円

を
確
保
。
耐
震
性
貯
水
槽
、

防
災
用
備
蓄
倉
庫
、
高
機
能

消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
等
の
整

備
を
推
進
す
る
。

消
防
水
利
施
設
の
整
備
に

係
る
同
補
助
金
の
配
分
に
あ

た
っ
て
は
、
元
年
11
月
発
生

の
首
里
城
跡
火
災
を
踏
ま
え
、

「
国
宝
・
重
要
文
化
財
（
建

造
物
）
等
の
防
火
対
策
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
く
も
の

を
整
備
す
る
場
合
に
お
い
て

は
特
別
に
考
慮
す
る
予
定
と

し
て
い
る
。

ま
た
、
公
共
施
設
等
の
浸

水
対
策
推
進
の
た
め
、
指
定

避
難
所
や
災
害
対
策
拠
点
施

設
等
の
浸
水
対
策
、
洪
水
浸

水
区
域
等
か
ら
の
消
防
署

（
本
部
庁
舎
除
く
）
の
移
転

経
費
を
新
た
に
緊
急
防
災
・

減
災
事
業
債
の
対
象
と
し
た
。

⑵
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業

債
制
度
の
継
続
・
拡
充

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債

制
度
の
恒
久
化
、
対
象
事
業

お
よ
び
財
政
措
置
の
拡
充
強

化
を
要
望
。

事
業
債
の
期
間
延
長
は
実

現
し
て
い
な
い
も
の
の
、
２

年
度
ま
で
に
建
設
工
事
に
着

手
し
た
事
業
に
お
い
て
は
、

翌
年
度
以
降
も
現
行
と
同
様

の
地
方
財
政
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
さ
れ
た
。

⑶
　
消
防
防
災
通
信
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
充
実
強
化

消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線

の
保
守
修
繕
経
費
へ
の
充
実

強
化
、
市
町
村
防
災
行
政
無

線
の
整
備
促
進
お
よ
び
デ
ジ

タ
ル
化
に
伴
う
維
持
管
理
経

費
に
対
す
る
財
政
措
置
の
充

実
強
化
を
要
望
。

２
年
度
消
防
庁
予
算
で

は
、
防
災
情
報
の
伝
達
体
制

の
強
化
に
13
・
１
億
円
を
確

保
。
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体

等
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
の
機
能
強
化
等
を

行
う
と
し
た
。

⑷
　
消
防
団
の
充
実
強
化

安
全
対
策
も
含
め
た
装
備

の
充
実
や
装
備
基
準
の
抜
本

的
見
直
し
、
消
防
団
施
設
の

耐
震
化
お
よ
び
団
員
の
待
遇

改
善
の
た
め
の
財
政
措
置
の

充
実
強
化
を
要
望
。

２
年
度
消
防
庁
予
算
で
は
、

地
域
防
災
力
の
中
核
と
な
る

消
防
団
及
び
自
主
防
災
組
織

等
の
充
実
強
化
に
23
・
５
億

円
を
確
保
。
消
防
団
の
装

備
・
訓
練
の
充
実
強
化
や
消

防
団
へ
の
女
性
・
若
者
等
の

加
入
促
進
、
自
主
防
災
組
織

等
の
充
実
強
化
等
の
取
り
組

み
を
推
進
す
る
と
し
た
。

⑸
　
消
防
広
域
化
事
業
に
対

す
る
財
政
措
置
の
充
実
強

化「市
町
村
の
消
防
の
広
域

化
に
関
す
る
基
本
指
針
」
を

踏
ま
え
、
消
防
広
域
化
の
推

進
に
対
す
る
必
要
な
財
政
措

置
の
充
実
強
化
を
要
望
。

２
年
度
消
防
庁
予
算
で
は
、

消
防
の
広
域
化
及
び
消
防
の

連
携
・
協
力
の
モ
デ
ル
構
築

事
業
に
１
５
０
０
万
円
が
確

保
さ
れ
た
。

⑴
　
過
疎
地
域
に
対
す
る
財

政
措
置
の
充
実

過
疎
対
策
事
業
債
お
よ
び

辺
地
対
策
事
業
債
の
所
要
額

確
保
、
過
疎
地
域
の
安
定
的

な
財
政
運
営
が
可
能
と
な
る

よ
う
地
方
交
付
税
上
の
特
段

の
措
置
の
実
施
を
要
望
。

２
年
度
総
務
省
予
算
で
は
、

過
疎
地
域
等
自
立
活
性
化
推

進
交
付
金
に
６
・
９
億
円
を

計
上
。
う
ち
、
過
疎
地
域
等

集
落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
形
成

支
援
事
業
に
４
億
円
、
過
疎

地
域
等
自
立
活
性
化
推
進
事

業
に
１
・
４
億
円
、
過
疎
地

域
集
落
再
編
整
備
事
業
に

０
・
９
億
円
、
過
疎
地
域
遊

休
施
設
再
整
備
事
業
に
０
・

６
億
円
を
計
上
し
た
。

ま
た
、
２
年
度
地
方
債
計

画
で
は
、
過
疎
対
策
事
業
債

に
４
７
０
０
億
円
、
辺
地
対

策
事
業
債
に
５
１
０
億
円
を

計
上
し
た
。

⑵
　
過
疎
地
域
に
対
す
る
財

政
措
置
の
充
実

過
疎
地
域
へ
の
企
業
の
進

出
、
既
存
中
小
企
業
の
活
性

化
及
び
農
林
水
産
業
の
振
興

を
推
し
進
め
る
た
め
の
税
制

等
の
優
遇
措
置
の
拡
充
・
強

化
、
税
制
優
遇
措
置
に
伴
う

減
収
分
の
地
方
交
付
税
に
よ

る
補
て
ん
を
要
望
。

過
疎
地
域
の
自
立
促
進
を

図
る
た
め
、
過
疎
地
域
以
外

に
あ
る
事
業
用
資
産
を
譲
渡

し
、
過
疎
地
域
内
に
あ
る
事

業
用
資
産
を
取
得
し
た
場
合

の
、
当
該
譲
渡
に
よ
る
譲
渡

益
の
一
部
に
係
る
所
得
税
又

は
法
人
税
の
課
税
を
繰
り
延

べ
る
特
例
措
置
が
３
年
度
中

ま
で
延
長
さ
れ
た
。

⑶
　
現
行
過
疎
法
の
失
効
に

６６  

頻
発
・
激
甚
化
す
る

頻
発
・
激
甚
化
す
る

大
規
模
災
害
等
か
ら

大
規
模
災
害
等
か
ら

の
復
旧
・
復
興
対
策

の
復
旧
・
復
興
対
策

及
び
防
災
・
減
災
対

及
び
防
災
・
減
災
対

策
等
策
等

７７  

消
防
防
災
体
制
の
充

消
防
防
災
体
制
の
充

実
強
化

実
強
化

８８  

過
疎
地
域
の
自
立
促
進

過
疎
地
域
の
自
立
促
進
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伴
う
新
た
な
制
度
の
創
設

３
年
３
月
末
の
現
行
過
疎

法
失
効
後
の
過
疎
地
域
の
持

つ
多
面
的
・
公
益
的
機
能
を

積
極
的
に
評
価
し
、
国
土
づ

く
り
に
お
け
る
過
疎
地
域
の

意
義
と
役
割
を
明
記
し
た
新

た
な
制
度
の
創
設
、
過
疎
対

策
事
業
債
制
度
の
維
持
、
新

た
な
過
疎
対
策
法
に
お
け
る

多
面
的
な
観
点
か
ら
の
過
疎

地
域
指
定
を
要
望
。

総
務
省
の
過
疎
問
題
懇
談

会
（
座
長
・
宮
口
早
稲
田
大

学
名
誉
教
授
）
は
、
２
年
４

月
17
日
、
新
た
な
過
疎
対
策

の
理
念
や
対
象
地
域
の
あ
り

方
、
施
策
の
視
点
、
支
援
制

度
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
提

言
を
行
っ
た
。

①
合
併
特
例
債
の
所
要
額

確
保
、
元
利
償
還
金
の
普
通

交
付
税
算
入
率
の
引
上
②
普

通
交
付
税
の
合
併
算
定
替
終

了
後
も
安
定
的
な
行
財
政
運

営
が
可
能
な
合
併
市
町
村
の

実
態
を
十
分
反
映
し
た
交
付

税
算
定
の
実
施
③
今
後
合
併

す
る
市
町
村
に
対
す
る
十
分

な
財
政
措
置
の
実
施
④
「
市

町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す

る
法
律
」
の
２
年
３
月
末
以

降
の
期
限
延
長
―
を
要
望
。

①
に
つ
い
て
、
旧
合
併
特

例
債
は
、
２
年
度
地
方
債
計

画
に
前
年
度
同
額
の
６
２
０

０
億
円
が
計
上
さ
れ
た
。

②
に
つ
い
て
、
平
成
30
年

度
に
見
直
し
を
行
っ
た
商
工

行
政
費
等
の
各
事
項
に
つ
い

て
、
引
き
続
き
段
階
的
に
交

付
税
の
算
定
に
反
映
す
る
こ

と
と
し
た
。

③
④
に
つ
い
て
、
政
府
は
、

現
行
法
の
期
限
を
10
年
延
長

す
る
「
市
町
村
の
合
併
の
特

例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
」
を
第
２

０
１
回
通
常
国
会
に
提
出
、

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。

⑴
　
制
度
の
運
用
に
係
る
財

政
措
置
の
拡
充

情
報
連
携
及
び
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
の
本
格
運
用
等
の

制
度
の
運
用
に
係
る
地
方
自

９９  

合
併
市
町
村
に
対
す

合
併
市
町
村
に
対
す

る
支
援
の
拡
充

る
支
援
の
拡
充

治
体
の
財
政
負
担
に
対
す
る

支
援
措
置
の
拡
充
を
要
望
。

元
年
５
月
、「
情
報
通
信

技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手

続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便

性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営

の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図

る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」
が
成

立
・
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
活
用
し
た
行
政
の
デ
ジ

タ
ル
化
が
推
進
さ
れ
る
。

ま
た
、
元
年
６
月
４
日
の

デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
閣

僚
会
議
（
第
４
回
）
で
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普

及
促
進
等
に
つ
い
て
決
定
。

普
及
促
進
等
の
ポ
イ
ン
ト
と

し
て
、
▽
自
治
体
ポ
イ
ン
ト

の
実
施
▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

円
滑
な
取
得
・
更
新
の
推
進

―
を
挙
げ
た
。

⑵
　
制
度
の
周
知
徹
底
等

国
民
に
対
し
て
制
度
の
趣

旨
、
仕
組
み
、
効
果
等
に
つ

い
て
一
層
の
周
知
徹
底
を
図

る
と
と
も
に
、
万
全
の
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
要
望
。

２
年
度
内
閣
府
社
会
保

障
・
税
番
号
制
度
関
係
予
算

で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

の
推
進
に
２
・
47
億
円
、
う

ち
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
運
営

及
び
普
及
・
広
報
に
２
・
22

億
円
が
確
保
さ
れ
た
。

⑴
　
基
地
交
付
金
・
調
整
交

付
金
の
所
要
額
確
保
等

基
地
交
付
金
・
調
整
交
付

金
の
所
要
額
確
保
、
基
地
交

付
金
の
対
象
資
産
の
自
衛
隊

が
使
用
す
る
全
財
産
へ
の
範

囲
拡
大
を
要
望
。

２
年
度
総
務
省
予
算
で
は
、

基
地
交
付
金
に
２
９
１
・
４

億
円
、
調
整
交
付
金
に
74
・

０
億
円
の
合
計
３
６
５
・
４

億
円
が
確
保
さ
れ
た
（
い
ず

れ
も
前
年
度
同
額
）。

⑵
　
基
地
周
辺
対
策
経
費
の

所
要
額
確
保

基
地
周
辺
対
策
事
業
の
補

助
施
設
・
範
囲
等
の
適
用
基

準
の
更
な
る
緩
和
と
所
要
額

1010  

社
会
保
障
・
税
番
号

社
会
保
障
・
税
番
号

制
度
に
係
る
取
組
強
化

制
度
に
係
る
取
組
強
化

確
保
を
要
望
。

２
年
度
防
衛
省
予
算
に
お

い
て
、
基
地
周
辺
対
策
経
費

は
、
歳
出
ベ
ー
ス
で
１
５
５

５
・
81
億
円
が
確
保
さ
れ
た
。

⑴
　
治
安
対
策
の
強
化

①
暴
力
団
等
に
よ
る
組
織

犯
罪
、
銃
器
使
用
の
凶
悪
犯

罪
や
薬
物
組
織
犯
罪
へ
の
取

組
強
化
、
留
置
場
、
拘
置
所

な
ど
治
安
関
係
施
設
の
整
備

拡
充
②
再
犯
防
止
に
向
け
た

教
育
・
職
業
訓
練
の
充
実
、

再
犯
防
止
推
進
の
た
め
の
人

的
・
物
的
基
盤
の
整
備
、
地

方
自
治
体
や
民
間
団
体
等
の

関
係
者
と
の
連
携
・
協
力
③

来
日
外
国
人
犯
罪
防
止
の
観

点
か
ら
の
入
国
管
理
体
制
強

化
―
を
要
望
。

２
年
度
警
察
庁
予
算
で
は
、

一
般
会
計
３
６
０
３
・
05
億

円
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
会
計
11
・
8９
億
円
、
合
計

３
６
１
４
・
９4
億
円
を
確
保
。

２
年
度
法
務
省
治
安
対
策

関
係
経
費
で
は
、
矯
正
施
設

の
環
境
整
備
や
法
務
省
施
設

1111  

基
地
対
策
関
係
予
算

基
地
対
策
関
係
予
算

の
確
保
等

の
確
保
等

1212  

治
安
対
策
の
強
化
等

治
安
対
策
の
強
化
等

の
防
災
・
減
災
対
策
等
の
施

設
整
備
関
係
経
費
２
１
４
・

5９
億
円
、
円
滑
な
出
入
国
審

査
と
厳
格
な
出
入
国
管
理
を

高
度
な
次
元
で
両
立
す
る
た

め
等
の
出
入
国
在
留
管
理
庁

関
係
経
費
６
１
７
・
９5
億
円

が
計
上
さ
れ
た
。

⑵
　
運
転
免
許
証
自
主
返
納

者
に
対
す
る
支
援

地
方
自
治
体
が
行
う
運
転

免
許
証
の
自
主
返
納
を
促
進

す
る
取
組
へ
の
財
政
的
支
援

を
要
望
し
た
が
、
実
現
に
は

至
っ
て
い
な
い
。

⑶
　
拉
致
問
題
の
全
容
解
明

と
早
期
解
決

２
年
度
予
算
で
は
、
内
閣

官
房
拉
致
問
題
対
策
本
部

事
務
局
関
係
に
13
・
21
億

円
、
内
閣
府
大
臣
官
房
拉
致

被
害
者
等
支
援
担
当
室
関
係

に
３
・
72
億
円
が
計
上
さ
れ
、

拉
致
被
害
者
全
員
の
帰
国
に

向
け
た
取
り
組
み
が
推
進
さ

れ
る
。

⑴
　
地
方
自
治
体
等
が
円
滑

に
利
活
用
・
管
理
で
き
る

1313  

所
有
者
不
明
土
地
対
策

所
有
者
不
明
土
地
対
策

【
７
面
か
ら
続
く
】
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環
境
の
整
備

「
所
有
者
不
明
土
地
の
利

用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
」
に
基
づ
く
地
方

自
治
体
等
の
所
有
者
不
明
土

地
の
潤
滑
な
利
活
用
、
適
切

な
管
理
を
可
能
と
す
る
環
境

整
備
を
要
望
。

２
年
度
国
土
交
通
省
土

地
・
産
業
局
予
算
で
は
、
所

有
者
不
明
土
地
法
の
円
滑
な

運
用
に
向
け
た
地
域
支
援
に

４
・
８
億
円
を
計
上
し
た
。

⑵
　
所
有
者
不
明
土
地
に
関

す
る
情
報
基
盤
の
整
備

⑶
　
不
動
産
権
利
に
関
す
る

登
記
制
度
の
見
直
し

所
有
者
不
明
土
地
に
関
す

る
情
報
基
盤
の
整
備
、
不
動

産
の
権
利
に
関
す
る
登
記
制

度
の
早
急
な
検
討
を
要
望
。

第
２
０
１
回
通
常
国
会
に

お
い
て
、
土
地
の
適
正
な
利

用
や
管
理
を
所
有
者
ら
の
責

務
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と

を
柱
と
す
る
土
地
基
本
法
改

正
案
が
提
出
、
可
決
さ
れ
た
。

ま
た
、
相
続
登
記
の
義
務
化

は
、
法
制
審
議
会
で
具
体
的

な
検
討
を
実
施
し
て
い
る
。

ほ
か
、
２
年
度
法
務
省
予

算
で
は
、
所
有
者
不
明
土
地

問
題
へ
の
対
応
及
び
地
図
整

備
体
制
の
強
化
等
に
63
・
２

億
円
が
確
保
さ
れ
た
。

⑴
　
早
期
返
還
の
実
現

北
方
領
土
の
早
期
返
還
実

現
の
た
め
の
対
ロ
外
交
交
渉

の
強
力
な
推
進
、
啓
発
活
動

お
よ
び
北
方
領
土
教
育
の
充

実
、
返
還
要
求
運
動
の
後
継

者
育
成
の
強
化
等
を
要
望
。

２
年
度
内
閣
府
北
方
対
策

本
部
予
算
で
は
、
総
額
16
・

９1
億
円
（
前
年
度
比
０
・
02

億
円
増
）
を
計
上
し
、
次
世

代
、
観
光
客
の
拡
大
及
び
元

島
民
の
身
体
的
負
担
の
軽
減

に
重
点
を
置
い
て
事
業
が
実

施
さ
れ
る
。

⑵
　
北
方
領
土
隣
接
地
域
の

振
興
対
策

北
方
領
土
隣
接
地
域
の
振

興
対
策
の
促
進
、
元
居
住
者

に
対
す
る
援
護
対
策
の
速
や

か
な
実
施
な
ど
を
要
望
。

２
年
度
国
交
省
北
海
道
局

予
算
で
は
、
北
方
領
土
隣
接

地
域
振
興
等
経
費
と
し
て

１
・
02
億
円
を
計
上
し
、
北

方
領
土
隣
接
地
域
に
お
け
る

魅
力
あ
る
地
域
社
会
の
形
成

が
支
援
さ
れ
る
。

竹
島
の
領
有
権
確
立
に
向

け
、
更
な
る
国
内
世
論
の
喚

起
や
国
際
社
会
へ
の
ア
ピ
ー

ル
な
ど
の
対
策
強
化
を
要
望
。

竹
島
を
め
ぐ
る
状
況
に
大

き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
２
年
度
領
土
・
主
権

対
策
関
係
予
算
は
３
・
８
億

円
が
確
保
さ
れ
た
。

日
米
地
位
協
定
の
抜
本
的

な
改
定
お
よ
び
在
沖
米
軍
基

地
の
負
担
軽
減
を
要
望
し
た

が
、
実
現
に
至
っ
て
い
な
い
。

人
権
問
題
の
解
決
に
向
け

た
人
権
教
育
、
人
権
啓
発
推

1414
　
北
方
領
土
返
還

　
北
方
領
土
返
還

1515  

竹
島
の
領
有
権
確
立

竹
島
の
領
有
権
確
立

1616  

日
米
地
位
協
定
の
抜

日
米
地
位
協
定
の
抜

本
的
な
改
定
及
び
在

本
的
な
改
定
及
び
在

沖
米
軍
基
地
の
負
担

沖
米
軍
基
地
の
負
担

軽
減
軽
減

1717  

人
権
救
済
制
度
の
確
立

人
権
救
済
制
度
の
確
立

進
、
実
効
性
あ
る
人
権
救
済

制
度
の
確
立
を
要
望
。

２
年
度
法
務
省
予
算
で
は
、

人
権
侵
害
に
よ
る
被
害
者
救

済
活
動
や
人
権
啓
発
活
動
の

実
施
な
ど
に
35
・
17
億
円
を

計
上
。
引
き
続
き
人
権
擁
護

施
策
を
推
進
す
る
。

外
国
人
受
入
環
境
整
備
交

付
金
の
継
続
的
・
安
定
的
確

保
、
要
件
の
緩
和
を
要
望
。

元
年
９
月
９
日
付
の
出
入

国
管
理
庁
長
官
通
知
に
よ
る

交
付
金
要
綱
の
一
部
改
正
で

は
、
交
付
金
の
対
象
自
治
体

が
全
地
方
公
共
団
体
へ
と
拡

大
さ
れ
た
。

ま
た
、
２
年
度
法
務
省
予

算
で
は
、
地
方
公
共
団
体
に

お
け
る
一
元
的
相
談
窓
口
設

置
へ
の
支
援
と
し
て
外
国
人

受
入
環
境
整
備
交
付
金
12
億

円
を
確
保
し
た
。
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⑶　その他、子育て世帯への臨時特別給付金など「生活に困っている世帯や個人への支援」については、
内容が多岐にわたるため、事務手続の簡素化を図るとともに、国民にその内容を分かりやすく周知徹
底すること。

⑷　感染者やその家族、感染症治療に当たる医療従事者やその家族、宿泊所など自宅以外の療養の場と
その関係者に対する風評被害や偏見・差別を防止するため、感染症の特性について国民に対する説明
をはじめ必要な啓発を徹底すること。

⑸　新たに創設される「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ( 仮称 )」について、各指
定都市が地域の実情に応じて必要となる独自の施策を機動的に実施できるよう、「特定警戒都道府県」
の位置付けや地方自治体の財政力に関わらず、必要な額を措置するとともに、交付対象事業の要件を
最大限緩和するなど、柔軟な対応を行うこと。

併せて、大都市部における感染拡大が社会・経済に及ぼす影響にかんがみ、指定都市に対する交付
限度額について、十分配慮すること。

⑹　感染拡大による国民生活への影響を引き続き注視し、生活の困っている世帯や個人に対する支援な
ど、状況に応じて追加の支援策を迅速に講じること。その際には、地方自治体の財政負担や事務負担
の軽減に十分配慮すること。

３　雇用維持と事業継続の確保等
⑴　感染症の地域経済への影響を最小限に止め、早期に成長軌道に回復するため、感染症が収束し、停

滞する経済活動が再生するまでは、観光関連、運輸、飲食、サービス、農林水産などを中心に、中小
企業・小規模事業者、農林漁業者などが事業継続できるよう徹底した資金繰り対策を講じること。

　　　また、外出自粛などの要請に伴い利用者が著しく減少している公共交通事業者や、世界的な物流
停滞の影響を受けている港湾等の物流関係事業者に対して、必要な支援を行うこと。

⑵　イベントの開催や事業活動の自粛要請などにより休業した個人事業主 ( フリーランスを含む )、芸
術家、スポーツ・文化施設等を運営する団体、公益事業活動を行う NPO 法人などすべての事業者に
ついて、休業等に伴う臨時的な損失補償制度や新たな経営支援制度を創設するなど、雇用維持と事業
継続を支援するため必要な対策を迅速に講じること。 

⑶　新たに創設される「持続化給付金 ( 仮称 )」について、対象となる事業者への給付を迅速に行うこ
とができるよう、事前の周知を徹底するとともに、事務手続きを極力簡素化すること。

⑷　雇用調整助成金については、日限上限を引き上げるとともに、対象となる事業者への助成が迅速に
行われるよう窓口相談体制の強化や事務手続きの簡素化を図るとともに、自治体に過度の事務負担が
生じないよう十分配慮すること。

⑸　感染拡大による国民経済への影響を引き続き注視し、事業継続に困っている中小・小規模事業者等
への支援など、状況に応じて追加の支援策を迅速に講じること。その際には、地方自治体の財政負担
や事務負担の軽減に十分配慮すること

４　小中学校等の一斉休業に伴う環境整備　
⑴　臨時休業が長期化した場合、教材の作成や配布、学力低下の防止、放課後児童クラブなど子どもの

生活対策のために自治体が実施する諸事業について、十分な財政措置を講じること。
また、児童生徒の遠隔学習を可能にするインターネット環境、授業動画の作成・配信システムなど

の整備、児童生徒への端末貸与などについて、十分な財政措置を講じること。
なお、財政措置については、複数年にわたる執行を可能にする制度とすること。

⑵　感染拡大により、小中学校の令和２年度修学旅行の延期・中止を検討せざるを得ない状況に至って
いるが、キャンセル料等が発生した場合、保護者及び旅行業界双方の状況を踏まえ、必要な財政支援
を行うこと。

⑶　保護者の経済的負担を軽減し、不安を解消するための緊急的な措置として小中学校の児童生徒の保
護者から学校給食費を徴収しないこととした学校設置者に対し、必要な財政措置を講じること。

令和２年４月２４日

全国市議会議長会
指定都市協議会
会 長　 岩　井　 雅　夫
　　　 （千葉市議会議長）

【11面から続く】
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新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急提言
新型コロナウイルスの急速な感染拡大を受け、４月７日、政府は「緊急事態宣言」を７都府県に対し発

出すると同時に、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を閣議決定した。
その後、４月１６日には、「緊急事態宣言」の対象地域を全国に拡大し、１３都道府県を「特定警戒都

道府県」に位置付けた。
しかしながら、依然として感染者の急増が続くなど、収束が見通せない状況にあり、雇用や経済に大き

な影響が生じているとともに、国民生活における不安が高まっている状況である。
特定警戒都道府県には指定都市１３市が含まれるとともに、全国２０の指定都市にはわが国人口の約２

割が居住し、高度な都市機能と多様な産業が集積する中枢都市として、感染拡大の防止と地域経済の再生
に果たす役割は極めて大きい。

未曾有の国家的な危機に当たり、全国市議会議長会指定都市協議会は、国、都道府県、市町村、医療機関、
関係機関と緊密な連携を図り、全力を挙げて新型コロナウイルス感染の早期収束と、国民生活及び経済雇
用の安定確保に取り組む決意である。

よって、政府におかれては、以下の事項について、時機を失することなく全省庁挙げて取り組み、確実
に実現されることを強く要請する。

記

１　感染拡大防止と医療提供体制の確立
⑴　感染者の更なる急増による医療崩壊を防止するため、重症者への医療に重点を置く医療提供体制

を確立すること。
ア　医療現場の機能を維持するため、緊急経済対策に沿って、必要な病床、医療用資器材、医療従事

者の確保を図るとともに、都道府県の枠を越えた広域的な移送体制の整備を図ること。
イ　PCR 検査機器の配備等による検疫・検査体制を強化し、必要な検査をこれまで以上に積極的に

実施できるようにすること。
併せて、無症状病原体保有者及び軽症者の受入れ可能な施設を、既存の宿泊施設等も活用して

早急に整備できるよう、地方自治体が受入れ可能施設を確保する場合に必要な経費の全額負担を
含め、国において積極的な対応・支援を行うこと。

ウ　感染者受入病院は、院内他部門の看護師等による応援体制を組むなどの対応に伴い、一般診療の
機能低下や手術延期などの支障を来たし、病院経営や地域医療に大きな影響が生じている現況にか
んがみ、臨時的な診療報酬の取扱いに加え、早急に必要な財政的支援を行うこと。また、一般病床
の感染症病床への転用に伴う病棟改修などの必要経費についても全額負担すること。

エ　感染拡大の防止に必要な保健所の体制を維持強化するため、職員動員などに苦慮している指定都
市の現状を踏まえ、国において一層の人的・財政的支援を行うこと。

オ　感染症指定医療機関と一般医療機関等との役割分担、感染者の症状別対応（トリアージ）、国・
地方自治体との連携等を早急に整えること。その際、各都市の権能に応じた体制整備に配慮するこ
と。

⑵　医療用マスクやガウン、人工呼吸器等の医療用資器材について、既存企業への支援はもとより、一
時的な規制緩和等の措置により新規参入する企業を募るなど、国内での生産・増産体制を早急に整備し、
速やかに必要数を供給できるようにし、医療機関における現場のニーズに適切に対応すること。

⑶　国主導の下、治療薬及びワクチン開発について総力を結集するとともに、国際的な協力体制を早急
に構築し、感染症の早期抑圧・収束を図ること。

⑷　指定都市はじめ大都市圏は、人口及び人口密度が高く、交通の要所でもあることを踏まえ、全国的
な感染拡大の起点となることがないよう、新たに創設される「新型コロナウイルス感染症緊急包括支
援交付金 ( 仮称 )」の配分に当たっては、「特定警戒都道府県」か否かに関わらず、まん延防止対策に
必要な額を全額確保すること。

その際、感染拡大の防止や医療提供体制の確立に保健所が重要な役割を果たすことを踏まえ、指定
都市等の保健所設置自治体が感染拡大の防止に必要な施策を確実に実施できるよう、重点的な配分に
配慮すること。　

また、緊急的な対応を迅速に行う観点から、指定都市については直接交付の対象とすること。
⑸　感染拡大に歯止めがかかり、その収束の見通しが立った後には、将来のパンデミックの発生に万全

を期するため、今回の一連の感染症対策について、水際対策、検査体制、医療提供体制、関係機関と
の連携など多岐にわたって詳細な検証を行うとともに、感染拡大の防止に有効なシステムの確立を図
ること。

２　国民生活の安定と風評被害・偏見差別の防止　
⑴　マスク、アルコール消毒液、非接触型体温計などが全国的に不足し、供給が滞っている現状を踏まえ、

生産・増産体制と供給体制を強化するとともに、特に各種の社会福祉施設、学校はじめ、公共的社会
基盤の担い手、救急隊などに対して必要な数量を速やかに配布できる環境を早急に整備すること。

⑵　特別定額給付金（仮称）については、国民生活に多大な影響が生じている状況を踏まえ、人口の多
い指定都市においても迅速に給付されるよう、給付事務の簡素化や地方自治体からの相談窓口の一本
化など、地方自治体や申請者の負担を軽減できる制度設計をできるだけ速やかに確定すること。また、
給付に要する経費については、全額国費で確実に負担すること。

【10面へ続く】
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新型コロナウイルス対策に関する緊急要望

新型コロナウイルスによる感染症が急速な勢いで世界中に拡大し、３月１１日に世界保健機関 ( ＷＨＯ )
がパンデミックと表明するに至っている。

そのような中、我が国においても、感染者が増加の一途をたどり、学校の一斉休業や大規模イベント
の自粛要請などにより、国民生活や地域経済に多大な影響を及ぼしている。

政府においては、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象地域を全都道府
県に拡大するなどの対策を進めているところであるが、いまだ収束する気配が見えず、国民の健康不安
及び感染拡大防止対策による経済的な不安は払拭されていない。

このような未曾有の難局に対し、引き続き、国と地方が一体となり、状況に応じた対策を迅速かつ的
確に講じていく必要がある。

よって、国においては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の着実な推進とともに、下記の事項
を実現されるよう強く要望する。

記
１　感染症拡大防止等について

⑴　新型コロナウイルス感染症に関するより正確な情報を、国民、地方自治体、医療機関、事業者等
に対し、適切かつ迅速に提供すること。

⑵　国民が冷静に行動できるよう、新型コロナウイルス感染予防及び受診・治療体制について周知徹
底を図ること。

⑶　全国的に不足しているマスクや消毒用アルコールなど感染防御に必要な物資の安定的な生産・供
給体制を整えること。特に医療機関や介護施設の防護服やマスクの必要数を確保すること。

⑷　感染者、医療従事者、日常生活に不可欠な業務の従事者やこれらの家族、外国人等に対する偏見・
差別を防止するため、感染症の特性について国民に対する説明をはじめ必要な啓発を徹底すること。

⑸　外出自粛に伴い増加が懸念される虐待等について、相談窓口の周知及び体制の充実を図ること。
２　医療提供体制等の強化について

⑴　感染者の更なる急増による医療崩壊を防止するため、重症者への医療に重点を置く医療提供体制
を確立すること。

　 このため、検査体制のほか、感染症指定医療機関と一般医療機関等との役割分担、感染者の症状別
対応（トリアージ）、国・地方自治体との連携等を早急に整えること。その際、各都市の権能に応
じた体制整備に配慮すること。

⑵　緊急経済対策に沿って、感染症指定医療機関等における病床の確保、医療機器の整備、医療物資
の確保等に対する支援を強化すること。

⑶　検査機関や医療機関におけるＰＣＲ検査機器の導入を支援するなど検査能力の一層の強化を図
り、必要な検査が確実に受けられる体制を確保すること。

⑷　治療薬やワクチンの早期開発や海外からの輸入等も含め、検査・治療体制を早急に構築すること。
⑸　医療機関や介護施設の感染予防策を適切に実施できるよう特段の財政措置を講じること。また、

医療従事者や介護従事者について必要な人員が確保できるよう支援体制を強化すること。
３　学校休業への対応について

⑴　小・中学校の臨時休業による児童生徒の学力低下の防止等に対し地方自治体が実施する事業の経
費については、十分な財政措置を講じること。

⑵　感染拡大に伴い、小・中学校の修学旅行を延期・中止し、キャンセル料が発生した場合、保護者
及び旅行業界双方の状況を踏まえ、必要な財政措置を講じること。

⑶　児童生徒向けの１人１台端末と高速ネットワーク環境の実現を目指す「ＧＩＧＡスクール構想」
を強力に推進すること。また、遠隔授業や在宅学習が可能となる環境を迅速に整備するとともに、
十分な財政措置を講じること。

４　経済対策について
⑴　地域経済への影響を最小限に留めるため、中小企業・小規模事業者、農林漁業者等が事業継続で

きるよう、徹底した資金繰り対策を講じること。
⑵　新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困

難となる事業者の負担を軽減するため、支援措置を早急に講じること。
⑶　新たに創設される「持続化給付金（仮称）」について、対象となる事業者への給付を迅速に行う

ことができるよう、事前の周知を徹底するとともに、事務手続を極力簡素化すること。
⑷　雇用調整助成金については、日限上限を引き上げるとともに、対象となる事業者への助成が迅速

に行われるよう窓口相談体制の強化や事務手続の簡素化を図るとともに、地方自治体に過度の事務
負担が生じないよう十分配慮すること。

⑸　国の責任のもと、休業した事業者への迅速な損失補償を行うとともに、感染拡大の影響を受ける
事業者に対する救済措置を講じること。

⑹　地域経済への影響について、風評被害防止など積極的な対策を講じるとともに、地方自治体が行
う各種対策に要する費用に対し十分な財政支援を講じること。

⑺　国民への現金給付を行う際、市区町村に過度な事務の負担が生じることのないよう配慮するとと
もに、給付に要する経費については、全額国費で負担すること。

令和２年４月２４日 全国市議会議長会
会 長　 野　尻　 哲　雄


